
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 まちづくり検討会を休会します

向ヶ岡弥生地区 
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文京区都市計画部地域整備課 

第 19 号 

お問い合わせ 
 〒112-8555　文京区春日一丁目16番21号  
 文京区 都市計画部 地域整備課 まちづくり担当  （上野・岡田） 
 電 話：03-5803-1848（直通） 　メール：b402400@city.bunkyo.lg.jp 

検討会の記録を作成しました

　前号でのご報告以来、向ヶ岡弥生地区まちづくり検討会
を右のように３回開催しました。検討会内で意見が大きく
分かれている中で、引き続き検討を進めていくかを議論し
た結果、次のステップ（ルールの策定等）に進むのは難し
いという結論になり、検討会を休会することになりました。

　また、休会にあたって、これまでの検討の記録を作成す
ることと、検討会を再開する場合の流れを決めました。

・これまでの検討成果をとりまとめた記録とその概要版を作成しました。
・検討会の記録（本編・概要版）は文京区ホームページに掲載しています。
  右記QRコードよりあわせてご覧ください。
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まちづくり検討会の開催

町会役員を中心とする協
議会において、新たなま
ちづくり検討組織の在り
方を検討

・地域の資源や課題の把握
・まちづくりのルール等の勉強会
・課題解決や魅力アップのための対応策の検討
・地区の将来像の検討
・実現に向けた具体的なルール等の検討

・地区の将来像のとり 
  まとめ
・実現に向けた具体的  
  なルール等の検討

・ルールの必要性の
  再検討
・検討継続の是非に
  ついての検討
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中間まとめ説明会
検討会メンバー
の募集

まちづくり協議会の開催

　今後、地区の状況の変化などによりまちづくりルールの必要性が高まり、一定の条件を満たした
場合は、検討を再開したいと考えております。今後も、ご理解・ご協力をお願いいたします。
　

【令和４年度検討会】
  ●第３回 ［令和4年12月5日（月）］
      ・検討会の休会について①
  ●第４回 ［令和5年2月6日（月）］
      ・検討会の休会について②
【令和５年度検討会】
  ●第１回 ［令和5年5月29日（月）］
      ・検討会の記録について
      ・再開の手順とメンバーについて
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まちづくり検討会の開催

休会の決定

再開の手順
等の決定


